
   

                                                                                      
障害者職業センターは、障害のある方及び事業主の方に対して、ハローワーク（公共職

業安定所）と協力して、就職（雇用）に向けての相談、職業能力等の評価、就労準備のた
めの支援など、就職前から、就職後の職場適応のための援助まで、個々の障害者の状況に
応じた継続的なサービスを提供しています。 
 ご利用にあたっては、あらかじめ電話かＦＡＸでご連絡下さい。 

■ こんな人のために 
・求職活動をしている障害のある方 
・職場に定着することを目指している障害のある方 
・障害者の雇用を考えている事業主 
・現在障害者を雇用している事業主 

■ こんなことができ
ます 

・障害者に対するサービス…職業相談・職業評価、職業準備支援 
・障害者及び事業主に対するサービス…職場適応援助者（ジョブ
コーチ）による支援、職場復帰に係る支援 等 

・事業主に対するサービス･･･雇い入れや雇用管理にかかる相談、
従業員に対する研修への協力 等 

・支援機関に対するサービス･･･職業リハビリテーションに関す
る助言、援助や各種研修、ネットワーク会議等に講師を派遣                                                             
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奈良障害者職業センター 

所 在 地  〒630-8014 奈良市四条大路4丁目2-4     ホームページ https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/nara/ アクセス ・近鉄奈良駅、JR奈良駅より 奈良交通バス「奈良総合医療センター」 「学園前駅」「法隆寺」行き『三条大路4丁目』下車 徒歩南に約100m     ・近鉄尼ヶ辻駅より 徒歩約15分 



 

※相談･支援に係る費用は無料です 

■障害のある方に対す 
るサービス 

・職業相談・職業指導 
就職の希望等を把握した上で、職業能力等を評価し、必要な

相談・指導を行い、これらを基に、就職して職場に定着するた
めに必要な支援内容・方法等を含む個々人の状況に応じた支援
計画を策定します。 

・職業準備支援 
センター内での作業体験や職業準備講習カリキュラム、グル

ープミーティング等を通じて、作業面・対人面に関するご自身
の特徴（得意なこと、苦手なこと等）について理解を深めなが
ら、就職へ向けた準備を整えます。職業準備支援終了後は、ハ
ローワークによる職業紹介、ジョブコーチによる支援、企業で
の職場実習等につなげていきます。 
支援期間やカリキュラムは目標や課題に応じて個別に設定

します。標準的な支援期間は２～３ヶ月です。（２～１２週の
範囲で個別設定） 

■障害のある方及び
事業主に対するサ
ービス 

・職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援 
職場適応援助者（ジョブコーチ）を事業所に派遣し、障害の

ある方及び事業主双方に対して支援を行います。仕事を覚える
ための支援や職場内での対人関係に関する支援など、職場適応
のためにきめ細やかな支援を行います。 
支援期間や支援内容は目標や課題に応じて個別に設定しま

す。標準的な支援期間は２～４ヶ月です。（１～７ヶ月の範囲
で個別に設定） 

・職場復帰支援 
主にうつ病等により休職中の方の職場復帰に際して、ウォー

ミングアップが必要な方に支援を行います。なお、職場復帰支
援は民間企業に就職している方が対象となります。 
① 職場復帰のコーディネート 
本人・事業主・主治医との相談等を通じて、職場復帰に向け

た活動の進め方や目標について、３者の合意形成を図ります。 
② リワーク支援 

センター内での作業や講習を通じて、生活リズムの立て直
し、集中力・持続力の向上、体調の自己管理、ストレス対処等
の適応力向上の支援を行います。事業主に対しては、職場の受
け入れ体制の整備（復職計画の策定、上司・同僚等の啓発等）
についての支援を行います。 

■事業主に対するサ
ービス 

障害者雇用の相談や情報提供を行うほか、障害のある方の雇用
に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、必要に応
じ、「事業主支援計画」を作成して、雇用管理に関する専門的な
助言・援助を体系的に行います。 



    


